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(57)【要約】
　本発明は、高濃度の植物性タンパク質および全粒粉を
含有する食品材料、およびそれらを製造する方法に関す
る。より具体的には本発明は、高濃度のダイズタンパク
質および全粒粉を含有するタンパク質押し出し物、この
ようなタンパク質押し出し物を製造する方法、およびこ
のようなタンパク質押し出し物の食品成分としての使用
に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無水ベースで少なくとも５０重量％の植物性タンパク質、無水ベースで約１０重量％～
約４５重量％の全粒粉構成要素を含んでなり、前記全粒粉構成要素が、ふすま、内胚乳、
および胚芽を含んでなり、押し出し物が約０．０２～約０．５ｇ／ｃｍ3の密度を有する
、タンパク質押し出し物。
【請求項２】
　前記植物性タンパク質がダイズタンパク質を含んでなる、請求項１に記載のタンパク質
押し出し物。
【請求項３】
　前記押し出し物が約１５重量％～約４０重量％の全粒粉構成要素を含んでなる、請求項
２に記載のタンパク質押し出し物。
【請求項４】
　前記全粒粉構成要素が、全粒米粉、全粒トウモロコシ粉、全粒小麦粉、全粒大麦粉、全
粒エンバク粉、またはその組み合わせを含んでなる、請求項２に記載のタンパク質押し出
し物。
【請求項５】
　少なくとも６０重量％のダイズタンパク質を含有する、請求項２に記載のタンパク質押
し出し物。
【請求項６】
　少なくとも７０重量％のダイズタンパク質を含有する、請求項２に記載のタンパク質押
し出し物。
【請求項７】
　約０．１５～約０．２５ｇ／ｃｍ3の密度を有する、請求項２に記載のタンパク質押し
出し物。
【請求項８】
　前記タンパク質押し出し物が、約５０重量％～約７５重量％の非加水分解ダイズタンパ
ク質、約５重量％～約１５重量％の加水分解ダイズタンパク質、および約１５重量％～約
４０重量％の全粒粉を含んでなる、請求項２に記載のタンパク質押し出し物。
【請求項９】
　請求項１に記載のタンパク質押し出し物を含んでなる食品。
【請求項１０】
　前記食品が低密度スナック食品である、請求項９に記載の食品。
【請求項１１】
　前記低密度スナック食品がスナックパフまたは朝食用シリアルである、請求項１０に記
載の食品。
【請求項１２】
　植物性タンパク質と、水と、ふすま、内胚乳、および胚芽を含んでなる全粒粉構成要素
とを押し出し機内で混合して、混合物を形成するステップと、
　混合物を押し出し機内で少なくとも約４００ｐｓｉの圧力に加圧して、加圧混合物を形
成するステップと、
　加圧混合物を押し出し機内で少なくとも３５℃の温度に加熱して、加熱加圧混合物を形
成するステップと、
　加熱加圧混合物を押し出し機ダイを通して減圧環境に押し出して、混合物を膨張させて
押し出し物を形成するステップと、
　押し出し物を複数の小片に切断するステップと、
　小片を約１重量％～約７重量％の含水量に乾燥させて、タンパク質押し出し物の重量を
基準として約０．０２ｇ／ｃｍ3～約０．５ｇ／ｃｍ3の密度を有し、約５０重量％～約８
５重量％のタンパク質を含んでなるタンパク質押し出し物を形成するステップと
を含んでなるタンパク質押し出し物を作成する方法。



(3) JP 2011-505832 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　前記植物性タンパク質がダイズタンパク質を含んでなる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タンパク質押し出し物が約１５重量％～約４０重量％の全粒粉構成要素を含んでな
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記全粒粉構成要素が、全粒米粉、全粒トウモロコシ粉、全粒小麦粉、全粒大麦粉、全
粒エンバク粉、またはその組み合わせを含んでなる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記タンパク質押し出し物が少なくとも６０重量％のダイズタンパク質を含有する、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記タンパク質押し出し物が少なくとも７０重量％のダイズタンパク質を含有する、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記乾燥小片が０．１５～０．２５ｇ／ｃｍ3の密度を有する、請求項１３に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記タンパク質押し出し物が、約５０重量％～約７５重量％の非加水分解ダイズタンパ
ク質、約５重量％～約１５重量％の加水分解ダイズタンパク質、および約１５重量％～約
４０重量％の全粒粉を含んでなる、請求項１３に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高濃度の植物性タンパク質および全粒粉を含有する食品材料、およびそれらを
製造する方法に関する。より具体的には本発明は、高濃度の植物性タンパク質および全粒
粉を含有するタンパク質押し出し物、このようなタンパク質押し出し物を製造する方法、
およびこのようなタンパク質押し出し物の食品成分としての使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組織化タンパク質製品については当該技術分野で知られており、典型的に調理押し出し
機内において機械的圧力の下で、タンパク質材料混合物を水と共に加熱し、混合物をダイ
を通して押し出すことで調製される。押出しに際し、押し出し物は減圧媒体（通常大気）
中に入ると、一般に膨張して繊維状気泡構造を形成する。押し出し物の膨張は、典型的に
混合物のゲル強度を低下させる可溶性炭水化物の包含からもたらされる。
【０００３】
　精製小麦粉（精白小麦粉）は、多様な一般的なパン菓子類およびスナック製品を製造す
るのに使用される。精製小麦粉からできた製品は、伝統的に均一の明るい色の外観と滑ら
かな（ざらつかない）テクスチャを有する。それに比べると、伝統的な全粒小麦粉からで
きた製品は、より粗くより稠密なテクスチャと、より暗くむらのある外観（例えば、目に
見えるふすまの小粒）を有する傾向がある。既存の全粒粉小麦粉（すなわち、全粒小麦粉
）は、デュラム小麦およびレッドデュラム小麦以外の清浄な小麦を粉砕して粒度を低下さ
せ、滑らかなテクスチャを作り出して調製できる。全粒小麦粉中では、水分以外の小麦中
の天然の構成物の比率は、小麦穀粒と比較して無変化のままである。食品は、生地が全粒
小麦粉、臭素酸カリウム処理全粒小麦粉、またはこれらの組み合わせからできている場合
に、１００％全粒小麦であると見なされる。精製小麦粉は全粒小麦製品中で使用されない
。全粒小麦粉は、内胚乳だけを主として含むのではなく小麦穀粒全体を含む（すなわち、
ふすま、胚芽、および内胚乳を含む）ので、精製小麦粉と比較して栄養価がより高い。し
たがって全粒小麦粉は、精製小麦粉に比べて、繊維と、タンパク質と、脂質と、ビタミン
と、ミネラルと、フェノール化合物およびフィチン酸をはじめとする植物性栄養素とをよ



(4) JP 2011-505832 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

り多く含む。さらに全粒小麦粉と比較すると、精製小麦粉は熱量およびデンプンをより多
く含む一方、全粒小麦粉中に含まれる食物繊維の約５分の１のみを含有する。小麦穀粒中
に含まれる以上のレベルで添加されたチアミン、リボフラビン、ナイアシン、葉酸、およ
び鉄を含有し得る強化精製小麦粉でさえ、全粒小麦粉中に含まれるだけの繊維、ミネラル
、脂質、および植物性栄養素は含まない。
【０００４】
　近年、保健医療従事者は、全粒粉食品の利点を推奨している。全粒粉消費を増大させる
ことの重要性は、政府（ＵＳＤＡおよびＦＤＡ）および保健機関専門家集団（ＷＨＯ）が
提示する推奨事項の変化に反映されている。Ｈｅａｌｔｈｙ　Ｐｅｏｐｌｅ　２０１０　
Ｒｅｐｏｒｔ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄｅｍｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９９９）において、
２，０００カロリーダイエットでは、個人は少なくとも毎日６サービングの穀物製品を摂
取すべきで、その３サービングは全粒粉であることが推奨されている。Ａｍｅｒｉｃａｎ
　Ｈｅａｒｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ、およびＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙもまた、全
粒粉消費の増大に関して具体的な提言を行っている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の様々な態様の１つは、高濃度の植物性タンパク質および全粒粉を含有するタン
パク質押し出し物である。
【０００６】
　本発明の別の態様は、無水ベースで少なくとも５０重量％の植物性タンパク質、無水ベ
ースで約１０重量％～約４５重量％の全粒粉構成要素を含んでなるタンパク質押し出し物
であり、全粒粉構成要素は、ふすま、内胚乳、および胚芽を含んでなり、押し出し物は約
０．０２～約０．５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。
【０００７】
　本発明のさらなる態様は、植物性タンパク質と、水と、ふすま、内胚乳、および胚芽を
含んでなる全粒粉構成要素とを押し出し機内で混合して、混合物を形成するステップと、
混合物を押し出し機内で少なくとも約４００ｐｓｉの圧力に加圧して、加圧混合物を形成
するステップと、加圧混合物を押し出し機内で少なくとも３５℃の温度に加熱して、加熱
加圧混合物を形成するステップと、加熱加圧混合物を押し出し機ダイを通して減圧環境に
押し出して、混合物を膨張させて押し出し物を形成するステップと、押し出し物を複数の
小片に切断するステップと、小片を約１重量％～約７重量％の含水量に乾燥させて、タン
パク質押し出し物の重量を基準として約０．０２ｇ／ｃｍ3～約０．５ｇ／ｃｍ3の密度を
有し、約５０重量％～約８５重量％のタンパク質を含んでなるタンパク質押し出し物を形
成するステップを含んでなる、タンパク質押し出し物を作成する方法である。
【０００８】
　その他の目的および特徴はある程度明白であり、以下においてある程度指摘される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明のタンパク質押し出し物を調製するのに有用な工程の概略流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に従って、押出し技術を使用して、高濃度のタンパク質および全粒粉構成要素を
含有するテクスチャー加工されたタンパク質製品を所望の密度、許容可能なテクスチャ、
および許容可能な安定性を有するように、製造できることが見出された。このようなタン
パク質押し出し物は、保健栄養バー、スナックバー、およびインスタントシリアルの成分
またはタンパク質源として使用するための「ナゲット」（Ｒｉｃｅ　Ｋｒｉｓｐｉｅｓシ
リアルなどのクリスプとしてもまた知られている）またはペレットとして形成できる。代
案としては、タンパク質押し出し物は、飲料、保健栄養バー、乳製品、および焼成および



(5) JP 2011-505832 A 2011.3.3

10

20

30

40

50

乳化／挽肉食品系中で、バインダー、安定剤、またはタンパク質源として使用するために
さらに加工してもよい。特定の実施態様では、タンパク質押し出し物を微粒子（すなわち
、粉末）に粉砕して、飲料に組み込めるようにしてもよい。このような粉砕粒子は、典型
的に約１μｍ～約５μｍの粒度を有して液中での懸濁を可能にする。
【００１１】
　これらの押し出し物は、全粒粉構成要素を使用して調製される。これらの全粒粉構成要
素は、精製粉の構成要素程には安定していない。全粒粉構成要素は、精製粉よりもさらに
多くの繊維と脂肪を含有する。これらの特徴により、望ましい密度とテクスチャ特徴を有
する押し出し物の製造がより困難となる。より高い脂肪含量により供給混合物が押し出し
機を通過するのがより困難となり、ダイ詰まり、供給樋閉塞を引き起こす場合があり、押
出し工程の乾燥供給流の特徴に影響を及ぼす。さらにシステム中のより高い繊維含量によ
り、望ましい密度およびテクスチャを有する押し出し物を調製するために、より高い機械
的および熱エネルギー入力が要求され得る。
【００１２】
　タンパク質押し出し物を調製する本発明の方法は、一般に、供給混合物と水分を接触さ
せることで予備調整供給混合物（例えばタンパク質源および全粒粉構成要素）を形成する
ステップと、予備調整供給混合物を押し出し機バレル内に装入するステップと、予備調整
供給混合物を機械的圧力下で加熱して溶融押出し塊を形成するステップと、溶融押出し塊
をダイを通して押し出してタンパク質押し出し物を生成するステップを含んでなる。
【００１３】
全粒またはマルチグレイン構成要素
　全粒粉は、未処理、粉砕、挽き割りまたは圧扁穀物からなり、その主要な解剖学的構成
要素（デンプン質内胚乳、胚芽、およびふすま）は、未処理穀物に存在するのと同一相対
比で存在する。全粒粉は、それらのより高い油分のために酸化を被るのががより早いので
、精製穀物よりも高価なことが多い。このような酸化は、加工、保存、および輸送を困難
にする。
【００１４】
　いくつかの好ましい実施態様では、全粒粉構成要素は、内胚乳、ふすま、および胚芽を
含む。胚芽は、小麦穀粒中に含まれる未発達植物体であり、脂質と、繊維と、ビタミンと
、タンパク質と、ミネラルと、フラボノイドなどの植物性栄養素とを含む。ふすまはいく
つかの細胞層を含み、相当量の脂質と、繊維と、ビタミンと、タンパク質と、ミネラルと
、フラボノイドなどの植物性栄養素とを有する。さらに全粒粉構成要素は内胚乳を含み、
内胚乳内にアリューロン層を含む。このアリューロン層は、脂質と、繊維と、ビタミンと
、タンパク質と、ミネラルと、フラボノイドなどの植物性栄養素とを含む。アリューロン
層はふすまと同一の特徴の多くを示し、したがって典型的に製粉工程において、ふすまお
よび胚芽と共に除去される。アリューロン層は、タンパク質と、ビタミンと、フェルラ酸
などの植物性栄養素とを含有する。ふすまおよび胚芽は、重量で小麦穀粒の約１８％のみ
を構成するが、それらは小麦の栄養価の約７５％を占める。
【００１５】
　様々な実施態様で、全粒粉構成要素は、全粒粉（例えば超微細製粉全粒小麦粉などの超
微細製粉全粒粉；全粒小麦粉、または穀物のほぼ１００％からできた粉）であり得る。例
えば穀物は、小麦、ソルガム、マイロ、ライ小麦、エンマ小麦、ヒトツブ小麦、スペルト
小麦、オート麦、トウモロコシ、ライ麦、大麦、米、キビ、ソバ、キノア、アマランス、
アフリカ米、ポップコーン、テフ、カナリーシード、ハトムギ、ワイルドライス、ダッタ
ンソバ、それらの変異株、およびそれらの混合物から選択できる。
【００１６】
　さらに全粒粉構成要素は、精製粉構成要素と混合できる。好ましくは全粒粉構成要素は
、精製粉構成要素と均質に混合される。
【００１７】
　いくつかの実施態様では、全粒粉構成要素は、全粒米粉、全粒トウモロコシ粉、全粒小
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麦粉、全粒大麦粉、全粒エンバク粉、またはその組み合わせを含んでなる。
【００１８】
タンパク質
　タンパク質含有供給混合物は、典型的に少なくとも１つのタンパク質源を含んでなり、
無水重量ベースで少なくとも約２５％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０
％、９０％以上のタンパク質の総タンパク質濃度を有する。供給混合物中に含有されるタ
ンパク質は、例えば植物性タンパク質材料をはじめとする、１つ以上の適切な原料から得
てもよい。植物性タンパク質材料は、小麦、トウモロコシ、および大麦などの穀類、およ
びダイズおよびエンドウをはじめとするマメ科植物などの植物から得てもよい。好ましい
実施態様では、ダイズタンパク質材料がタンパク質源である。
【００１９】
　典型的にタンパク質押し出し物中にダイズタンパク質が存在する場合、ダイズタンパク
質は、タンパク質押し出し物の重量を基準として、無水ベースで約５０重量％～約９９重
量％の量で存在する。ダイズタンパク質はタンパク質押し出し物中に、場合によっては無
水ベースで約５０重量％～約９０重量％の量で、他の例では無水ベースで約５５重量％～
約７５重量％の量で存在する。
【００２０】
　適切なダイズタンパク質材料としては、ダイズフレーク、ダイズ粉、挽き割りダイズ、
ダイズミール、ダイズタンパク質濃縮物、ダイズタンパク質単離物、およびそれらの混合
物が挙げられる。これらのダイズタンパク質材料間の主要な違いは、丸ダイズと比較した
精製の程度である。ダイズ粉は、一般に約１５０μｍ未満の粒度を有する。ダイズ挽き割
りは、一般には約１５０μｍ～約１０００μｍの粒度を有する。ダイズミールは、一般に
約１０００μｍを超える粒度を有する。ダイズタンパク質濃縮物は、典型的に約６５重量
％～９０重量％未満のダイズタンパク質を含有する。より高度に精製されたダイズタンパ
ク質材料であるダイズタンパク質単離物は、少なくとも９０重量％のダイズタンパク質と
、わずかなまたは皆無の可溶性炭水化物または繊維を含有するように処理される。
【００２１】
　供給混合物の総タンパク質含量は、上述の適切なタンパク質源の組み合わせ（すなわち
、配合）によって達成されてもよい。特定の実施態様では、ダイズタンパク質を使用する
場合、ダイズタンパク質単離物が、供給混合物中に含有されるタンパク質源の１つ以上を
構成することが好ましい。例えば好ましい供給混合物配合は、２つ以上のダイズタンパク
質単離物の配合物を含んでなってもよい。その他の適切な配合は、ダイズタンパク質単離
物と組み合わさったダイズタンパク質濃縮物を含んでなってもよい。
【００２２】
　一般にダイズタンパク質源、その他のタンパク質源、または原料配合物の嵩密度は、約
０．２０ｇ／ｃｍ3～約０．５０ｇ／ｃｍ3、より典型的には約０．２４ｇ／ｃｍ3～約０
．４４ｇ／ｃｍ3である。
【００２３】
加水分解および非加水分解タンパク質の配合物
　供給混合物が複数のダイズタンパク質材料を含んでなる特定の実施態様では、ダイズタ
ンパク質材料の少なくとも１つが、低粘度および低ゲル化特性を示すことが所望される。
単離ダイズタンパク質の粘度および／またはゲル化特性は、当該技術分野で知られている
多種多様な方法によって改変されてもよい。例えばダイズタンパク質単離物の粘度および
／またはゲル化特性は、タンパク質材料を部分的に変性させる酵素によるタンパク質の部
分的加水分解によって低下させてもよい。典型的にこのようにして処理されたダイズタン
パク質材料は、分子量分布、タンパク質のサイズ、および鎖長、またはβコングリシニン
またはグリシニン保存タンパク質の破壊に基づいて判定できる、加水分解度の観点から記
述されている。ここでの用法では、サンプルの「％加水分解度」という用語は、サンプル
中のペプチド結合総数に対する切断ペプチド結合の百分率と定義される。サンプル中の切
断ペプチド結合の比率は、制御条件下において、サンプル中の一級アミンと反応するトリ
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ニトロベンゼンスルホン酸（ＴＮＢＳ）の量を計算することで求められる。
【００２４】
　本発明の方法に従って使用される加水分解タンパク質材料は、典型的に約１６０未満、
より典型的に約１１５未満、なおもより典型的には約３０～約７０のＴＮＢＳ値を示す。
【００２５】
　本発明の方法において、低粘度／低ゲル化材料として使用するのに十分な加水分解ダイ
ズタンパク質源は、典型的に約１５％未満、好ましくは約１０％未満、より好ましくは約
１％～約５％の加水分解度を有する。ダイズタンパク質単離物の場合、加水分解ダイズタ
ンパク質材料は、典型的に約１％～約５％の加水分解度を有する部分的加水分解ダイズタ
ンパク質単離物を含んでなる。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施態様に従って、低粘度／低ゲル化原料は、好ましくは高粘度／
高ゲル化原料と組み合わせられて、配合物を形成する。高粘度／高ゲル化原料の存在は、
押出しに際する配合物の過剰な膨張のリスクを低下させ、押し出し物にハニカム構造を提
供し、一般に配合物の安定性に寄与する。低粘度／低ゲル化および高粘度／高ゲル化原料
は、押し出し物の所望の特徴に応じて、様々な比率で組み合わせることができる。
【００２７】
　好ましい実施態様では、タンパク質含有供給混合物は、典型的に非加水分解（すなわち
、一般に高粘度／高ゲル化）ダイズタンパク質単離物１重量部あたり、少なくとも約３重
量部の加水分解（すなわち、一般に低粘度／低ゲル化）ダイズタンパク質単離物を含んで
なるダイズタンパク質単離物配合物、別の実施態様では、非加水分解ダイズタンパク質単
離物１重量部あたり、少なくとも約４重量部の加水分解ダイズタンパク質単離物を含んで
なるダイズタンパク質単離物配合物、なおも別の実施態様では、非加水分解ダイズタンパ
ク質単離物１重量部あたり、少なくとも約５重量部の加水分解ダイズタンパク質単離物を
含んでなるダイズタンパク質単離物配合物を含んでなる。好ましくは、ダイズタンパク質
単離物配合物は、非加水分解ダイズタンパク質単離物１重量部あたり、約３重量部～約８
重量部の加水分解ダイズタンパク質単離物を含んでなる。より好ましくは、ダイズタンパ
ク質単離物配合物は、非加水分解ダイズタンパク質単離物１重量部あたり、約５重量部～
約８重量部の加水分解ダイズタンパク質単離物を含んでなる。
【００２８】
　様々な好ましい実施態様では、タンパク質押し出し物もまた、供給混合物について述べ
たのと同じ比率の加水分解：非加水分解ダイズタンパク質を含んでなる。
【００２９】
　複数のダイズタンパク質単離物を含んでなり、その１つがダイズタンパク質単離物の部
分的加水分解によって生成される低粘度／低ゲル化原料である配合物は、典型的に供給混
合物またはタンパク質押し出し物の重量を基準として、無水ベースで約４０重量％～約８
０重量％の加水分解ダイズタンパク質単離物、および無水ベースで約１重量％～約２０重
量％の非加水分解ダイズタンパク質単離物を含んでなる。より典型的にはこのような配合
物は、無水ベースで約５０重量％～約７５重量％の加水分解ダイズタンパク質単離物、お
よび無水ベースで約５重量％～約１５重量％の非加水分解ダイズタンパク質単離物を含ん
でなる。
【００３０】
　低粘度／低ゲル化（すなわち、部分的加水分解）ダイズタンパク質材料として使用する
ための適切な単離ダイズタンパク質源としては、Ｓｏｌａｅ，ＬＬＣ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ
，ＭＯ）から入手できるＳＵＰＲＯ（登録商標）ＸＴ２１９、ＳＵＰＲＯ（登録商標）３
１３、ＳＵＰＲＯ（登録商標）６７０、ＳＵＰＲＯ（登録商標）７１０、ＳＵＰＲＯ（登
録商標）８０００、およびＳｏｌｅｓｓTM　Ｈ１０２、およびＡｒｃｈｅｒ　Ｄａｎｉｅ
ｌｓ　Ｍｉｄｌａｎｄ（Ｄｅｃａｔｕｒ，ＩＬ）から入手できるＰＲＯＦＡＭ　９３１お
よびＰＲＯＦＡＭ　８７３が挙げられる。ＳＵＰＲＯ（登録商標）６７０、ＳＵＰＲＯ（
登録商標）７１０、およびＳＵＰＲＯ（登録商標）８０００では、加水分解度は約０．５
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％～５．０％の範囲であり得る。これらの各単離物の分子量分布は、サイズ排除クロマト
グラフィーによって測定できる。
【００３１】
　第２のダイズタンパク質単離物として使用するための適切な高粘度および／または中／
高ゲル化（すなわち、非加水分解）単離ダイズタンパク質源としては、Ｓｏｌａｅ，ＬＬ
Ｃ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から入手できるＳＵＰＲＯ（登録商標）２４８、ＳＵＰＲ
Ｏ（登録商標）６２０、ＳＵＰＲＯ（登録商標）５００Ｅ、ＳＵＰＲＯ（登録商標）１５
００、ＳＵＰＲＯ（登録商標）ＥＸ３３、ＩＳＰ－９５、ＳｏｌｅｓｓTM　Ｇ１０１、お
よびＡｌｐｈａTM　５８００、Ａｒｃｈｅｒ　Ｄａｎｉｅｌｓ　Ｍｉｄｌａｎｄ（Ｄｅｃ
ａｔｕｒ，ＩＬ）から入手できるＰＲＯＦＡＭ　９８１、Ｓｏｌａｅ，ＬＬＣ（Ｓｔ．Ｌ
ｏｕｉｓ，ＭＯ）から入手できるＳｏｌａｅダイズタンパク質単離物が挙げられる。
【００３２】
　表１は、上述の特定の市販されるＳＵＰＲＯ（登録商標）製品の分子量分布を提供する
。ＡｌｐｈａTM　５８００は、７８％～８４．５重量％のダイズタンパク質（無水ベース
）、少なくとも８０％のＮＳＩ（水溶性窒素指数）、ｐＨ７．０～７．７、０．２４～０
．３１ｇ／ｃｍ3の密度、および少なくとも３．４ｍｇ／ｇタンパク質のイソフラボン含
量を有する、非加水分解ダイズタンパク質濃縮物である。
【００３３】
表１．６ＭグアニジンＨＣｌ中のＨＰＬＣ－ＳＥＣ（高速液体クロマトグラフィー－サイ
ズ排除クロマトグラフィー）ゲル濾過を使用して測定されたＳｏｌａｅダイズタンパク質
製品の平均分子量

【００３４】
膨張助剤
　膨張助剤は、米、タピオカ、および小麦などのデンプンである。その他の膨張助剤は、
ダイズ繊維、特にＦｉｂｒｉｍ（Ｓｏｌａｅ，ＬＬＣから入手できる総食物繊維８０％の
成分であるＦＩＢＲＩＭ（登録商標）ブランドのダイズ繊維）、リン酸二カルシウム、お
よびダイズレシチン粉末である。これらの膨張助剤を添加して、タンパク質押し出し物の
膨張を制御し、最終製品の気泡構造を改変し、工程中の供給混合物の流動性を改善するの
を助けることができる。様々な実施態様において、膨張助剤は有機認証を受けている。
【００３５】
炭水化物
　タンパク質含有供給混合物はまた、無水ベースで約０．００１重量％～約３０重量％の
炭水化物の量で１つ以上の炭水化物源も含有する。供給混合物中に存在する炭水化物は、
可溶性炭水化物でもまたは不溶性の炭水化物でもよい。典型的にタンパク質含有供給混合
物は、無水ベースで約１０重量％～約２５重量％の炭水化物、より典型的には無水ベース
で約１８重量％～約２２重量％の炭水化物を含んでなる。いくつかの実施態様では、押し
出し物は約１０重量％～約２０重量％の炭水化物を含有する。他の例では、約１～約５重
量％または約１～約１０重量％の炭水化物が、供給混合物またはタンパク質押し出し物中
にある。可溶性炭水化物の適切な原料としては、例えば米（例えば米粉）、小麦、トウモ
ロコシ、大麦、ジャガイモ（例えば天然ジャガイモデンプン）、およびタピオカ（例えば
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天然タピオカデンプン）などの穀物、塊茎、および根が挙げられる。繊維などの不溶性の
炭水化物は栄養炭水化物負荷に寄与しないが、供給混合物の流動性と膨張を促進すること
により混合物の加工を助ける。一般に給混合物は、約０．００１重量％～約５重量％の繊
維、より一般には約１重量％～約３重量％の繊維を含んでなる。ダイズ繊維は、押出し塊
が押出しバレルを通過してダイに流れるのにつれて水分を吸収する。濃度がそれほど高く
ないダイズ繊維は、タンパク質分子の架橋を減少させるのに効果的であると考えられ、し
たがってダイを出る調理済み押出し塊中に、過剰なゲル強度が生じるのを妨げる。これも
また水分を吸収するタンパク質とは異なり、ダイズ繊維はダイ出口温度での圧力解放に際
して、水分を容易に放出する。放出された水分のフラッシュは押し出し物の膨張すなわち
「パフ形成」に寄与して、本発明の低密度押し出し物を生成する。典型的に押し出し物は
また、無水ベースで約０．００１重量％～約５重量％の繊維、より典型的には無水ベース
で約１重量％～約３重量％の繊維を含有する。
【００３６】
水
　一般に水は、約１～約７重量％、または約２重量％～約５．５重量％の濃度で乾燥押し
出し物中に存在する。水の量は、押し出し物の所望の組成および物理的性質（例えば炭水
化物含量および密度）に応じて変化し得る。
【００３７】
物理的性質
　一般に本発明のタンパク質押し出し物は、約０．０２ｇ／ｃｍ3～約０．５ｇ／ｃｍ3の
密度を有する。好ましくは本発明のタンパク質押し出し物は、約０．１～約０．４ｇ／ｃ
ｍ3または約０．１５ｇ／ｃｍ3～約０．３５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。このような実施
態様では、押し出し物の密度は、約０．２０ｇ／ｃｍ3～約０．２７ｇ／ｃｍ3、約０．２
４ｇ／ｃｍ3～約０．２７ｇ／ｃｍ3、または約０．２７ｇ／ｃｍ3～約０．３２ｇ／ｃｍ3

であってもよい。他の例では、タンパク質押し出し物は約０．０２～約０．１ｇ／ｃｍ3

または約０．０２～約０．０５ｇ／ｃｍ3の密度を有するパフである。
【００３８】
　様々な実施態様では、ダイズタンパク質単離物および天然タピオカデンプンが使用され
て、押し出し物中に膨張を作り出し、所望の生成物密度を得るのを助ける。これらの成分
は、押出し料理過程中に捕捉された水を放出する。ダイズタンパク質単離物および天然タ
ピオカデンプンが配合中にあれば、水が蒸気形態で放出される際の収縮率が最小化されて
、生成物の構造中により大きな気泡が形成する。より大きな気泡サイズのために、生成物
中の気泡密度は低下して生成物中の空隙が増大し、したがってテクスチャが影響を受けて
より低密度の生成物が得られる。
【００３９】
　本発明のタンパク質押し出し物は、少なくとも約１０００グラムの硬度を有するとして
、さらに特徴づけられ得る。典型的にタンパク質押し出し物は約１０００グラム～約５０
，０００グラム、より典型的には約５，０００グラム～約４０，０００グラムの硬度を有
する。様々な好ましい実施態様では、硬度は約７，０００グラム～約３０，０００グラム
である。押し出し物の硬度は、一般に押し出し物サンプルを容器に入れてサンプルをプロ
ーブで圧壊して測定される。サンプルを破壊するのに要する力が記録される。そのサイズ
または重量を基準にしたサンプルを圧壊するのに要する力は、生成物の硬度に比例する。
押し出し物の硬度は、Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｌｔｄ．（Ｅｎｇｌ
ａｎｄ）によって製造される２５ｋｇ負荷セルを有するＴＡ．ＴＸＴ２　Ｔｅｘｔｕｒｅ
　Ａｎａｌｙｚｅｒを使用して測定してもよい。
【００４０】
　さらにタンパク質押し出し物は、約５～９の砕け易さ値を有する。押し出し物の砕け易
さは、Ｓｔａｂｌｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｌｔｄ．（Ｅｎｇｌａｎｄ）によっ
て製造される２５ｋｇ負荷セルを有するＴＡ．ＴＸＴ２　Ｔｅｘｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙｚ
ｅｒを使用して測定してもよい。生成物はまた、通常約６５～９９、より好ましくは約８
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０～９７程度の広範なペレット耐久性指数（ＰＤＩ）値も有することができる。
【００４１】
粒度
　タンパク質押し出し物は、広範な粒度を示してもよく、一般に卵形または丸いナゲット
またはペレットと特徴づけてもよい。本発明の押し出し物の粒度を特徴づけるための以下
の重量％は、「現状通り」（すなわち、水分含有）ベースで提供される。
【００４２】
　特定の実施態様では、押し出し物の粒度は、約０．２重量％～約７０重量％の粒子が４
メッシュの米国標準ふるい上に保持され、約３０重量％～約９９重量％の粒子が６メッシ
ュの米国標準ふるい上に保持され、約０重量％～約２重量％が８メッシュの米国標準ふる
い上に保持されるような粒度である。
【００４３】
　上述の押し出し物ナゲットをまた粉砕して、粉末ダイズタンパク質製品を生成できる。
このような粉末は、典型的に特定の用途に適する粒度を有する。特定の実施態様では、粉
末は約１０μｍ未満の平均粒度を有する。より典型的には粉砕押し出し物の平均粒度は約
５μｍ未満であり、なおもより典型的には約１～約３μｍである。
【００４４】
色
　タンパク質押し出し物の色強度は、ココア粉末、カラメル、およびそれらの混合物を使
用して調節できる。ココア粉末および／またはカラメルの量を増大させると、より濃くよ
り強い色調の押し出し物が生じる。ココアは、ココア粉末の形態でタンパク質含有供給混
合物に添加される。典型的にタンパク質含有供給混合物は、無水ベースで供給混合物の総
重量を基準にして、約１重量％～約８重量％のココア粉末を含んでなる。適切なココア粉
末原料は、Ｂｌｏｏｍｅｒ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ（Ｃｈｉｃａｇｏ，ＩＬ）およびＡＤＭ
　Ｃｏｃｏａ，Ａｒｃｈｅｒ　Ｄａｎｉｅｌｓ　Ｍｉｄｌａｎｄ（Ｄｅｃａｔｕｒ，ＩＬ
）からのココア粉末である。
【００４５】
　様々な実施態様では、タンパク質押し出し物の色Ｌ値は５０を超える。これらの様々な
実施態様のいくつかでは、タンパク質押し出し物の色Ａ値は２．５～４である。その他の
様々な実施態様では、タンパク質押し出し物の色Ｂ値は１７～２０である。代案としては
別の実施態様では、タンパク質押し出し物の色Ｌ値は３５未満である。
【００４６】
食品
　本発明の押し出し物は、例えばフードバーおよびインスタントシリアルをはじめとする
多様な食品への組み込みに適する。このような押し出し物は、一般に卵形でもまたは丸く
てもよく、細断されてもよい。粉末押し出し物は、例えば飲料、酪農製品（例えば豆乳お
よびヨーグルト）、ベークド製品、肉製品、スープ、およびグレイビーをはじめとする多
様な食品への組み込みに適する。タンパク質押し出し物は、上述のようにナゲットまたは
ペレット、細断ナゲットまたはペレット、または粉末の形態で、このような用途に組み込
むことができる。押し出し物を飲料に組み込む場合、製品中の「ざらついた」味を防止す
るのに約５μｍ未満の粒度が特に望ましい。
【００４７】
　いくつかの実施態様では、タンパク質押し出し物は低密度スナック製品の形態である。
典型的にこのような製品は、約２５％～約９５％を含む。これらの低密度スナック食品は
、一般に約０．０２ｇ／ｃｍ3～約０．７ｇ／ｃｍ3、より一般に約０．０２ｇ／ｃｍ3～
約０．５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。一般にこのような押し出し物は、砕け易い非線維性
の口当たりを示す。特定の実施態様では、製品は約０．１ｇ／ｃｍ3～約０．４ｇ／ｃｍ3

、約０．１５ｇ／ｃｍ3～約０．３５ｇ／ｃｍ3、約０．２０ｇ／ｃｍ3～約０．２７ｇ／
ｃｍ3、約０．２４ｇ／ｃｍ3～約０．２７ｇ／ｃｍ3、または代案としては約０．２７ｇ
／ｃｍ3～約０．３２ｇ／ｃｍ3の密度を有する。他の例では、製品は約０．０２～約０．
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１ｇ／ｃｍ3または約０．０２～約０．０５ｇ／ｃｍ3の密度を有する。
【００４８】
　タンパク質に加えて、本発明の食品は、炭水化物または繊維などのその他の固体構成要
素（すなわち、賦形剤）を含んでなってもよい。製品は、約５：９５～約７５：２５の範
囲の賦形剤：タンパク質比で賦形剤を含んでもよい。特定の実施態様では、賦形剤の大部
分はデンプンである。適切なデンプンとしては、米粉、ジャガイモ、タピオカ、およびそ
れらの混合物が挙げられる。
【００４９】
　本発明の低密度食品は、典型的に水をタンパク質、賦形剤、および水の重量の約１％～
約７％、より典型的にはタンパク質、賦形剤、および水の重量の約３％～約５％の濃度で
含有する。
【００５０】
肉
　様々な実施態様で、本発明のタンパク質押し出し物を乳化肉中で使用して、乳化肉に構
造を提供し、噛み応えと肉らしいテクスチャを提供する。タンパク質押し出し物はまた、
容易に水を吸収することで乳化肉からの水分の調理損失も低下させ、肉中の脂肪の「脂肪
分離」を妨げるので、調理肉はより肉汁が多くなる。
【００５１】
　本発明のタンパク質押し出し物と組み合わさった肉エマルジョンを形成するために使用
される肉材料は、好ましくはケーシングに肉材料を充填することで形成される、ソーセー
ジ、フランクフルトソーセージ、またはその他の肉製品を形成するのに有用な肉であり、
またはハンバーガー、ミートローフ、ミンスミート製品などの挽肉用途に有用な肉であり
得る。タンパク質押し出し物と組み合せて使用するのに特に好ましい肉材料はとしては、
ニワトリ、牛、および豚からの機械脱骨肉；豚切り落とし；牛切り落とし；および豚背脂
が挙げられる。
【００５２】
　典型的に粉砕タンパク質押し出し物は、約０．１重量％～約４重量％、より典型的には
約０．１重量％～約３重量％、なおもより典型的には約１重量％～約３重量％の量で肉エ
マルジョン中に存在する。
【００５３】
　典型的に肉材料は、約４０重量％～約９５重量％、より典型的には約５０重量％～約９
０重量％、なおもより典型的には約６０重量％～約８５重量％の量で肉エマルジョン中に
存在する。
【００５４】
　肉エマルジョンはまた、水を含有し、それは典型的に約０重量％～約２５重量％、より
典型的には約０重量％～約２０重量％、なおもより典型的には約０重量％～約１５重量％
、なおもより典型的には約０重量％～約１０重量％の量で存在する。
【００５５】
　肉エマルジョンはまた、肉エマルジョンに保存、着香、または着色性を提供するその他
の成分も含有してもよい。例えば肉エマルジョンは、典型的に約１重量％～約４重量％の
塩、典型的に約０．１重量％～約３重量％の香辛料、および典型的に約０．００１重量％
～約０．５重量％の硝酸塩などの保存料を含有してもよい。
【００５６】
飲料
　本発明のタンパク質押し出し物は、例えば酸性飲料をはじめとする飲料用途で使用して
もよい。典型的に粉砕タンパク質押し出し物は、飲料中に約０．５重量％～約３．５重量
％の量で存在する。タンパク質押し出し物がその中に組み込まれた飲料は、典型的に約７
０重量％～約９０重量％の水を含有し、約２０重量％までの量で糖（例えば果糖およびス
クロース）を含有してもよい。
【００５７】
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押出し工程
　押出し調理装置は、ヒトおよび動物飼料などの多種多様な食料品その他の製品の製造に
おいて、長きにわたって使用されている。一般的に言えば、これらのタイプの押し出し機
は、細長いバレルをその中の１つ以上の内部らせん羽根付き軸方向回転押出しスクリュー
と共に含む。押し出し機バレル出口には、開口押出しダイが装着される。使用にあたって
は、処理される材料を押し出し機バレルに通過させ、増大するレベルの温度、圧力、およ
び剪断をかける。材料が押し出し機ダイから出てくると、それは完全に調理成形され、典
型的に回転ナイフアセンブリーを使用して細分化されてもよい。このタイプの従来の押し
出し機については、例えば参照によって本明細書に援用する、米国特許第４，７６３，５
６９号明細書、米国特許第４，１１８，１６４号明細書、および米国特許第３，１１７，
００６号明細書で述べられている。代案としては組織化タンパク質製品は、食品成分とし
て使用するための「ナゲット」または粉末などのより小さな押し出し物に切断されてもよ
い。
【００５８】
　ここで図１について述べると、本発明の方法の一実施態様が示される。本方法は、タン
パク質含有供給混合物配合の特定成分を混合タンク１０１（すなわち、成分ブレンダー）
に装入して、成分を組み合わせて、タンパク質供給プレミクスを形成するステップを含ん
でなる。次にプレミクスをホッパー１０３に移し、スクリューフィーダー１０５を通じて
プレコンディショナー１０７に供給して、予備調節された供給混合物を形成するために、
プレミクスを保持する。次に予備調節された供給混合物を押出し装置（すなわち、押し出
し機）１０９に供給し、その中で供給混合物は、押し出し機スクリューによって発生する
機械的圧力下で加熱されて、溶融押出し塊を形成する。溶融押出し塊は、押出しダイを通
って押し出し機を出る。
【００５９】
　プレコンディショナー１０７中では、微粒子固体成分ミクス（すなわち、タンパク質供
給プレミクス）を予熱して水分と接触させ、制御温度および圧力条件下に保って個々の粒
子に水分を浸透させて軟化する。予備調節ステップは微粒子供給混合物の嵩密度を増大さ
せて、その流動特性を改善する。プレコンディショナー１０７は、１つ以上のパドルを備
え供給混合物の均一の混合を促進し、供給混合物をプレコンディショナーを通して移動さ
せる。パドルの配置および回転速度は、プレコンディショナーの能力、押し出し機処理能
力および／または供給混合物のプレコンディショナーまたは押し出し機バレル内の所望の
滞留時間に応じて大きく異なる。一般にパドルの速度は毎分約２００～約５００回転（ｒ
ｐｍ）である。
【００６０】
　典型的にタンパク質含有供給混合物は、押出し装置１０９への装入に先だって、少なく
とも約４５℃（１１０°Ｆ）の温度でプレミクスを水分（すなわち、蒸気および／または
水）と接触させることで予備調節される。より典型的には、供給混合物は加熱に先だって
、約４５℃（１１０°Ｆ）～約８５℃（１８５°Ｆ）の温度で、プレミクスを水分と接触
させることで予備調節される。なおもより典型的には、供給混合物は加熱に先だって、約
４５℃（１１０°Ｆ）～約７０℃（１６０°Ｆ）の温度で、プレミクスを水分と接触させ
ることで予備調節される。プレコンディショナー内のより高い温度はデンプンのゼラチン
化を助長し得ることが観察されており、それは次にプレコンディショナーから押し出し機
バレルへの供給混合物の流れを妨害し得る塊の形成を引き起こす場合がある。
【００６１】
　典型的にプレミクスは、コンディショナーの速度とサイズに応じて約１～約６分間にわ
たり予備調節される。より典型的には、プレミクスは約２～約５分間にわたり、最も典型
的には約３分間予備調節される。プレミクスは概して一定の蒸気量のプレコンディショナ
ー１０７内で蒸気および／または水と接触して加熱され、所望の温度が達成される。水お
よび／または蒸気は、タンパク質がテクスチャライズされる押し出し機バレルへの装入に
先だって、干渉することなく、供給混合物を調節（すなわち、水和）してその密度を増大
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させ、乾燥ミクスの流動性を促進する。特定の実施態様では、供給混合物プレミクスを水
および蒸気の双方と接触させて、予備調節された供給混合物を生成する。例えばこれまで
の経験から、蒸気は水分を含有して乾燥ミクスを水和し、乾燥ミクスの水和と調理を促進
する熱を提供するので、水および蒸気の双方を添加して乾燥ミクスの密度を増大させるこ
とが好ましいかもしれないことが提案される。
【００６２】
　予備調節されたプレミクスは、約５重量％～約２５重量％の水を含有してもよい。好ま
しくは、予備調節されたプレミクスは、約５重量％～約１５重量％の水を含有する。予備
調節されたプレミクスは、典型的に約０．２５ｇ／ｃｍ3～約０．６ｇ／ｃｍ3の嵩密度を
有する。一般に予備調整供給混合物の嵩密度がこの範囲内で増大すると、供給混合物をさ
らなる加工に運搬するのが容易になる。これは現在のところ、このような混合物が押し出
し機のスクリュー間の空隙の全てまたは大部分を占めることで、押出し塊のバレルを通し
た運搬を促進するためであると考えられている。
【００６３】
　予備調節されたプレミクスは、一般に約１０キログラム（ｋｇ）／分（２０ポンド／分
）の速度で押出し装置１０９に装入される。様々な実施態様のいくつかでは、予備調節さ
れたプレミクスは、約２～約１０ｋｇ／分（約５～約２０ポンド／分）、より典型的には
約５～約１０ｋｇ／分（約１０～約２０ポンド／分）、なおもより典型的には約６～約８
ｋｇ／分（約１２～約１８ポンド／分）の速度でバレルに装入される。一般に押し出し機
へのプレミクス供給速度が増大すると、押し出し物の密度は減少することが観察されてい
る。押し出し機バレル内の押出し塊滞留時間は、典型的に約６０秒未満、より典型的には
約３０秒未満、なおもより典型的には約１５秒～約３０秒である。
【００６４】
　典型的に押出し塊は、約７．５ｋｇ／分～約４０ｋｇ／分（約１７ポンド／分～約８５
ポンド／分）の速度でバレルを通過する。より典型的には押出し塊は、約７．５ｋｇ／分
～約３０ｋｇ／分（約１７ポンド／分６５ポンド／分）の速度でバレルを通過する。なお
もより典型的には押出し塊は、約７．５ｋｇ／分～約２２ｋｇ／分（約１７ポンド／分～
約５０ポンド／分）の速度でバレルを通過する。なおもより典型的には押出し塊は、７．
５ｋｇ／分～約１５ｋｇ／分（約１７ポンド／分～約３５ポンド／分）の速度でバレルを
通過する。通常、押し出し機全体を通過する塊の量は、押し出し機のサイズおよび形状に
よって決定される。
【００６５】
　植物性タンパク質を含んでなる供給材料から溶融押出し塊を形成するのに適した様々な
押出し装置が、当該技術分野で良く知られている。研究のために使用した押し出し機は、
１３．５：１のＬ／Ｄ比と４つの加熱ゾーンを有するＷｅｎｇｅｒ（Ｓａｂｅｔｈａ，Ｋ
Ｓ）によって製造される双胴二軸スクリュー押し出し機ＷｅｎｇｅｒモデルＴＸ－５２；
１３．５：１のＬ／Ｄ比と４つの加熱ゾーンを有するＣｌｅｘｔｒａｌ（Ｔａｍｐａ，Ｆ
Ｌ）によって製造されるＣｌｅｘｔｒａｌモデルＢＣ－７２；および１９．５：１のＬ／
Ｄ比と５つの加熱ゾーンを有するＣｌｅｘｔｒａｌ（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）によって製造さ
れるＣｌｅｘｔｒａｌモデルＥｖｏｌｕｍ　６８であった。
【００６６】
　押し出し機の長さと直径の比率（Ｌ／Ｄ比）は、一般に混合物を処理するのに必要な押
し出し機の長さを左右し、その中の混合物留時間に影響を及ぼす。一般にＬ／Ｄ比は約１
０：１を超え、約１５：１を超え、約２０：１を超え、または約２５：１さえも超える。
【００６７】
　押し出し機のスクリューまたはスクリュー群の速度は、特定の装置に応じて変動し得る
。しかしスクリュー速度は典型的に毎分約２５０～約１２００回転（ｒｐｍ）、より典型
的には約２６０～約８００ｒｐｍ、なおもより典型的には約２７０～約５００ｒｐｍであ
る。一般にスクリュー速度が増大すると、押し出し物の密度は低下する。
【００６８】
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　押出し装置１０９は、一般に、供給混合物が押出しダイを通って押出し装置１０９を出
るのに先だって、機械的圧力下でそれを通って運搬される複数のバレルゾーンを含んでな
る。連続する各バレルゾーン中の温度は、一般に前の加熱ゾーン温度を約１０℃～約７０
℃（約１５°Ｆ～約１２５°Ｆ）、より一般には約１０℃～約５０℃（約１５°Ｆ～約９
０°Ｆ）、より一般には約１０℃～約３０℃（約１５°Ｆ～約５５°Ｆ）超える。
【００６９】
　例えば最後のバレルゾーン内の温度は、約９０℃～約１５０℃（約１９５°Ｆ～約３０
０°Ｆ）、より典型的には約１００℃～約１５０℃（約２１２°Ｆ～約３００°Ｆ）、な
おもより典型的には約１００℃～約１３０℃（約２１０°Ｆ～約２７０°Ｆ）である。最
後のバレルゾーンの隣の温度は、例えば約８０℃～約１２０℃（約１７５℃～約２５０℃
）または約９０℃～約１１０℃（約１９５°Ｆ～約２３０°Ｆ）である。いくつかの実施
態様では、最後のバレルゾーンの隣の直前のバレルゾーン内の温度は、約７０℃～約１０
０℃（約１６０°Ｆ～約２１０°Ｆ）、好ましくは、約８０℃～約９０℃（約１７５°Ｆ
～約１９５°Ｆ）である。典型的に最後の加熱ゾーンから２つの加熱ゾーンで隔てられる
バレルゾーン内の温度は、約５０℃～約９０℃（約１２０°Ｆ～約１９５°Ｆ）、より典
型的には約６０℃～約８０℃（約１４０°Ｆ～約１７５°Ｆ）である。
【００７０】
　典型的に押出し装置は、少なくとも約３つのバレルゾーン、より典型的には少なくとも
約４つのバレルゾーンをを含んでなる。好ましい実施態様では、予備調節されたプレミク
スは押出し装置内の４つのバレルゾーンを通って移動され、溶融押出し塊が約１００℃～
約１５０℃（約２１２°Ｆ～約３０２°Ｆ）の温度で押出しダイに入るように、供給混合
物は約１００℃～約１５０℃（約２１２°Ｆ～約３０２°Ｆ）の温度に加熱される。
【００７１】
　このような実施態様では、第１の加熱ゾーンは好ましくは約５０℃～約９０℃（約１２
０°Ｆ～約１９５°Ｆ）の温度で稼働し、第２の加熱ゾーンは約７０℃～約１００℃（約
１６０°Ｆ～約２１２°Ｆ）の温度で稼働し、第３の加熱ゾーンは約８０℃～約１２０℃
（約１７５°Ｆ～約２５０°Ｆ）の温度で稼働し、第４の加熱ゾーンは約９０℃～約１５
０℃（約１９５°Ｆ～約３０２°Ｆ）の温度で稼働する。
【００７２】
　加熱ゾーン内の温度は、例えばＣｌｅｘｔｒａｌ（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）によって製造さ
れるＭｏｋｏｎ温度制御系、または電熱をはじめとする適切な温度制御系を使用して制御
してもよい。また蒸気をゾーンと連絡する１つ以上のバルブを通じて１つ以上の加熱ゾー
ンに装入して、温度を制御してもよい。別の代案は、電気抵抗性または蒸気によって加熱
される油Ｍｏｋｏｎユニットの使用である。いくつかの押し出し機は外的加熱系を有さず
、押し出し機バレル温度はシステム中に発生する剪断によって達成でき、より高い剪断は
より高い温度を発生させる。加熱システムを有さない押し出し機はバレルゾーン内を流れ
る冷却水を有し、これはエネルギー押し出し機剪断によって発生する温度を制御するため
である。
【００７３】
　バレルゾーンの温度を制御するのに使用される装置は、自動的に制御されてもよい。こ
のような１つの制御系は、プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）と連絡する適
切なバルブ（例えばソレノイドバルブ）を含む。
【００７４】
　押し出し機バレル内の圧力は、厳密に決定的ではない。典型的に押出し塊には少なくと
も約４００ｐｓｉｇ（約２８ｂａｒ）圧力がかけられ、一般に最後の２つの加熱ゾーン内
の圧力は約１０００ｐｓｉｇ～約３０００ｐｓｉｇ（約７０ｂａｒ～約２１０ｂａｒ）で
ある。バレル圧力は、例えば押し出し機スクリュー速度、バレルへの混合物供給速度、ダ
イ流れ面積、バレルへの水供給速度、およびバレル内の溶融塊の粘度をはじめとする、多
数の要因に左右される。
【００７５】
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　バレル内の加熱ゾーンは、その中の混合物への作用の観点から特徴づけられてもよい。
例えばその中で主要目的が、バレルに沿って混合物を長手方向に運搬する、混合する、混
合物を押圧する、またはタンパク質に剪断を提供するゾーンは、一般にそれぞれ運搬ゾー
ン、混合ゾーン、押圧ゾーン、および剪断ゾーンと称される。ゾーン内で２つ以上の作用
が起きてもよいものと理解され、例えば「剪断／押圧」ゾーンまたは「混合／剪断」ゾー
ンがあってもよい。様々なゾーン内の混合物への作用は、一般に、例えばゾーン温度およ
びゾーン内スクリュープロフィールをはじめとする、ゾーン内の様々な条件によって決定
される。
【００７６】
　押し出し機は、少なくともある程度はスクリューの様々な部分の長さ対ピッチ比によっ
て決定される、そのスクリュープロフィールによって特徴づけられる。長さ（Ｌ）がスク
リューの長さを指すのに対し、ピッチ（Ｐ）はスクリューのねじ山の完全な１回転に要す
る距離を指す。様々な特徴を有する複数のスクリュー部分を含有するモジュラースクリュ
ーの場合、Ｌはこのような部分の長さ、Ｐはスクリューのねじ山の完全な１回転に要する
距離を指すことができる。ピッチが減少し、それに応じてＬ：Ｐが増大するにつれ、混合
、押圧、および／または剪断の強度は一般に増大する。本発明の一実施態様の様々な加熱
ゾーン内の二軸スクリューのＬ：Ｐ比を下の表２に提供する。
【００７７】
表２

【００７８】
　水が押し出し機バレル内に注入されて、供給混合物に水分補給して、タンパク質のテク
スチャ付与を促進する。溶融押出し塊を形成する助けとして、水は可塑剤の役割を果たす
かもしれない。水は１つ以上の注入ジェットを通じて、押し出し機バレルに装入されても
よい。典型的にバレル内混合物は、約１５重量％～約３０重量％の水を含有する。所望の
特徴を有する押し出し物の生成を促進するために、バレルゾーンのいずれかへの水装入速
度は一般に制御される。バレルへの水装入速度が低下すると、押し出し物密度が低下する
ことが観察されている。典型的にタンパク質１ｋｇあたり約１ｋｇ未満の水がバレルに装
入され、より典型的にはタンパク質１ｋｇあたり約０．５ｋｇ未満の水、なおもより典型
的にはタンパク質１ｋｇあたり約０．２５ｋｇ未満の水がバレルに装入される。一般にタ
ンパク質１ｋｇあたり、約０．１ｋｇ～約１ｋｇの水がバレルに装入される。
【００７９】
　図１について再度言及すると、押出し装置１０９内の溶融押出し塊をダイ（図示せず）
を通して押し出して押し出し物を生成し、それを次に乾燥機１１１内で乾燥させる。
【００８０】
　押出し条件は、一般に、押し出し機バレルから出てくる生成物が、典型的に湿潤ベース
で約１５重量％～約４５重量％、より典型的には湿潤ベースで約２０重量％～約４０重量
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％の水分含量を有するようなものである。水分含量は、押し出し機に装入される混合物中
に存在する水、予備調節中に添加される水分／または加工中に押し出し機バレル内に注入
されるあらゆる水に由来する。
【００８１】
　圧力解放時に、溶融押出し塊はダイを通って押し出し機バレルを出て、塊中に存在する
過熱水は蒸気として蒸発分離し、材料の同時膨張（すなわち、パフ形成）を引き起こす。
押し出し機から混合物が出る際の押し出し物の膨張レベルは、押し出し物横断面積とダイ
開口部横断面積との比率を単位として、一般に約１５：１未満、より一般に約１０：１未
満、なおもより一般には約５：１未満である。典型的に押し出し物横断面積とダイ開口部
横断面積との比率は約２：１～約１１：１、より典型的には約２：１～約１０：１である
。パフ形成した材料は、一般に押し出しロープを成形するダイの形状寸法によって決定さ
れる形状を形成する。
【００８２】
　押し出し物塊／ロープがダイを出た後に切断して、パフ形成した材料中に適切な特徴を
得る。押し出し物を切断するための適切な装置としては、Ｗｅｎｇｅｒ（Ｓａｂｅｔｈａ
，ＫＳ）およびＣｌｅｘｔｒａｌ（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）によって製造される可撓性のナイ
フが挙げられる。
【００８３】
　押し出し物乾燥するのに使用される乾燥機１１１は、一般にその中で空気温度が異なっ
てもよい複数の乾燥ゾーンを含んでなる。一般に１つ以上のゾーンの中の空気温度は、約
１３５℃～約１８５℃（約２８０°Ｆ～約３７０°Ｆ）である。典型的に１つ以上のゾー
ンの中の空気温度は、約１４０℃～約１８０℃（約２９０°Ｆ～約３６０°Ｆ）、より典
型的には約１５５℃～１７０℃（約３１０°Ｆ～３４０°Ｆ）、なおもより典型的には約
１６０℃～約１６５℃（約３２０°Ｆ～約３３０°Ｆ）である。典型的に押し出し物は、
所望の水分含量を有する押し出し物を提供するのに十分な時間乾燥機内にある。この所望
の水分含量は、押し出し物の意図される用途に応じて大幅に変動してもよく、典型的に約
２．５重量％～約６．０重量％である。一般に押し出し物は少なくとも約５分間、より一
般には少なくとも約１０分間乾燥される。適切な乾燥機としては、Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ　
Ｐｒｏｃｔｏｒ　＆　Ｓｃｈｗａｒｔｚ（Ｍｅｒｒｉｍａｃ，ＭＡ）、Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｄｒｙｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ　Ｃｏ．（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，ＰＡ）、Ｗ
ｅｎｇｅｒ（Ｓａｂｅｔｈａ，ＫＳ），Ｃｌｅｘｔｒａｌ（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）、および
Ｂｕｈｌｅｒ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ／Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮ）によって製造されるも
のが挙げられる。
【００８４】
　押し出し物をさらに粉砕して、押し出し物の平均粒度を低下させてもよい。適切な粉砕
装置としては、Ｈｏｓｏｋａｗａ　Ｍｉｃｒｏｎ　Ｌｔｄ．（Ｅｎｇｌａｎｄ）によって
製造されるＭｉｋｒｏ　Ｈａｍｍｅｒ　Ｍｉｌｌｓなどのハンマーミルが挙げられる。
【００８５】
定義および方法
　ＴＮＢＳ　トリニトロベンゼンスルホン酸（ＴＮＢＳ）は、制御条件下でタンパク質の
一級アミンと反応し、４２０ｎｍで光を吸収する発色団を生成する。ＴＮＢＳとアミンと
の反応から生じる色強度は、アミノ末端基総数に比例し、したがってサンプルの加水分解
度の指標である。このような測定手順については、例えばＡｄｌｅｒ－Ｎｉｓｓｅｎによ
ってＪ．Ａｇｒｉｃ．Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍ．，Ｖｏｌ．２７（６），ｐ．１２５６（１９
７９）で述べられている。
【００８６】
　加水分解度　パーセント（％）加水分解度は次式を使用して、ＴＮＢＳ値から判定され
る。％加水分解度＝（（ＴＮＢＳvalue－２４）／８８５）×１００。値２４は非加水分
解サンプルのリシルアミノ基のための補正であり、値８８５は１００ｋｇのタンパク質あ
たりのアミノ酸のモルである。
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【００８７】
　タンパク質含量　Ｎｉｔｒｏｇｅｎ－Ａｍｍｏｎｉａ－Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｍｏｄｉｆｉ
ｅｄ　Ｋｊｅｌｄａｈｌ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａ．Ｏ．Ｃ．Ｓ．　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｂ
ｃ４－９１（１９９７）、Ａａ　５－９１（１９９７）、およびＢａ　４ｄ－９０（１９
９７）を使用して、ダイズ材料サンプルのタンパク質含量を測定できる。
【００８８】
　窒素含量　サンプルの窒素含量は、次式に従って測定される。窒素（％）＝１４００．
６７×［［（標準酸規定度）×（サンプルのために使用される標準酸容積（ｍｌ））］－
［（１ｍｌの標準酸を滴定するのに要する標準塩基容積から、方法完遂後１ｍｌの標準酸
中に蒸留された試薬ブランクを滴定するのに要する標準塩基容積を差し引いたもの（ｍｌ
））×（標準塩基の規定度）］－［（サンプルのために使用される標準塩基の容積（ｍｌ
））×（標準塩基）の規定度］］／（サンプルのミリグラム）。タンパク質含量は、ダイ
ズタンパク質サンプルの窒素含量の６．２５倍である。
【００８９】
　ゲル化度　ゲル化度（Ｇ）の観点から表されるゲル強度は、スラリー（一般にダイズタ
ンパク質源と水の重量比が１：５である２００グラムのスラリー）を調製して反転円錐台
容器に入れ、横倒しにした容器から流れ出るスラリー量を測定することで判定してもよい
。容器はおよそ１５０ｍｌ（５オンス）の容量、７ｃｍの高さ、６ｃｍの上部内径、およ
び４ｃｍの下部内径を有する。ダイズタンパク質源のスラリーサンプルは、Ｈｏｂａｒｔ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｔｒｏｙ，ＯＨ）によって製造されるＨｏｂａｒｔ　Ｆｏｏ
ｄ　Ｃｕｔｔｅｒをはじめとする適切な食品カッター内で、ダイズタンパク質源を水と共
に切断または細断することで形成してもよい。ゲル化度Ｇは、設定期間にわたり容器内に
残留するスラリー量を示す。本発明に従って使用するのに適した低粘度／低ゲル化ダイズ
タンパク質源は、容器に装入して容器を横倒しにした５分後に測定される２００グラムの
サンプルを基準にして、典型的に約１グラム～約８０グラムのゲル化度を示す（すなわち
、容器を横倒しにした５分後に、約１グラム～約８０グラム＝０．５％～約４０％のスラ
リーが容器内に残留する）。本発明に従って使用するのに適した高粘度／中～高度ゲル化
ダイズタンパク質源は、上述したのと同一基準で、典型的に約４５グラム～約１４０グラ
ムのゲル化度を示す（すなわち、容器を横倒しにした５分後に、約４５グラム～約１４０
グラム＝２２％～約７０％のスラリーが容器内に残留する。低粘度／低ゲル化原料および
高粘度／高ゲル化原料を含んでなる原料配合物は、同一基準で、典型的に約２０グラム～
約１２０グラムのゲル化速度を有する。
【００９０】
　明度　タンパク質押し出し物の色強度は、Ｈｕｎｔｅｒｌａｂ比色計などの色差計を使
用して色Ｌ値、色Ａ値、および色Ｂ値を得て測定される。
【００９１】
　水分含量　「水分含量」とは、ここでの用法では材料中の水分量を指す。ダイズ材料の
水分含量は、参照によってその全体を本明細書に援用するＡ．Ｏ．Ｃ．Ｓ．（Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　Ｏｉｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）Ｍｅｔｈｏｄ　Ｂａ　２ａ－３８
（１９９７）によって測定できる。水分含量は次式に従って計算される。水分含量（％）
＝１００×［（質量損失（グラム）／サンプル質量（グラム）］。
【００９２】
　テクスチャ　テクスチャを測定するために、５０ｋｇ負荷セル付きＳｔａｂｌｅ　Ｍｉ
ｃｒｏ　ＳｙｓｔｅｍｓモデルＴＡ－ＸＴ２ｉを使用する。試験するサンプルを後方押出
しリグに入れて、それをプラットフォームにのせる。プローブをサンプル内に垂直距離６
８ｍｍに挿入することで試験を行う。サンプル硬度はプローブ前進に要する力によって測
定される。３回の押圧試験を実施する場合、同一サンプルに３回の連続測定を行う。
【００９３】
　本発明について詳細に述べたが、添付の特許請求の範囲で意義される本発明の範囲を逸
脱することなく、修正と変形が可能であることは明らかである。
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【実施例】
【００９４】
　本発明をさらに詳しく例示するために、以下の非限定的例を提供する。
実施例１：全粒粉およびマルチグレイン構成要素を含有するダイズタンパク質ナゲットの
調製
【００９５】
　およそ５５～７０重量％タンパク質を有するダイズタンパク質押し出し物を調製した。
供給混合物は下述のとおりである。
【００９６】
表３Ａ．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン製品（５５．０％タンパク質）の
配合

【００９７】
表３Ｂ．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン製品（７０．０％タンパク質）の
配合

【００９８】
　各供給混合物の成分を、成分ブレンダー内で均一に分布するまで混合した。次に乾燥供
給混合物をＷｅｎｇｅｒ　Ｍａｇｎｕｍ　ＴＸ５２押し出し機に運搬して、以下の条件を
使用して加工した。
【００９９】
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【０１００】
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【０１０１】

【０１０２】
　生成されたタンパク質押し出し物は、以下の特徴を有した。
【０１０３】
表４Ａ．押し出し／粉砕ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン製品（５５．０％
タンパク質）の組成
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【０１０４】
表４Ｂ．押し出し／粉砕ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン製品（７０．０％
タンパク質）の組成
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【０１０５】
表５．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレインクリスプ（５５．０％タンパク質）
の物理的性質

【０１０６】
表６．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレインクリスプ（７０．０％タンパク質）
の物理的性質
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【０１０７】
表７．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレインスナック－パフ（チートス（登録商
標）パフに類似）またはカール（５５．０％タンパク質）の密度、テクスチャ、および粒
度

【０１０８】
表８．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレインスナック－パフ　チートスまたはカ
ール（７０．０％タンパク質）の密度、テクスチャ、および粒度
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【０１０９】
表９．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン朝食用シリアル（５５．０％タンパ
ク質）の密度、テクスチャ、および粒度

【０１１０】
表１０．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン朝食用シリアル（７０．０％タン
パク質）の密度、テクスチャ、および粒度
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【０１１１】
表１１．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン朝食用シリアル（５５．０％タン
パク質）の物理的性質。ダイズ－シリアルピロウ形。

【０１１２】
表１２．ダイズ／全粒粉およびダイズ／マルチグレイン朝食用シリアル（７０．０％タン
パク質）の物理的性質。ダイズ－シリアルピロウ形。
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【０１１３】
　本発明またはその好ましい実施態様の要素を導入するにあたり、冠詞「ａ」、「ａｎ」
、「ｔｈｅ」、および「前記」は、１つ以上の要素があることを意味することが意図され
る。「含んでなる」、「含む」、および「有する」という用語は、包括的であることが意
図され、列挙した要素以外の追加的要素があってもよいことを意味する。
【０１１４】
　上記を考慮して、本発明のいくつかの目的が達成され、その他の有利な結果が得られる
ことが明らかになるであろう。
【０１１５】
　上の粒子および工程には、本発明の範囲を逸脱することなく様々な変更を加えることが
できるので、上の説明に含まれ、添付図面で示される全ての事項は、限定的な意味でなく
、例示的なものとして解釈されることが意図される。
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【国際調査報告】
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